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本格運用が始まったHACCP制度化について、既にHACCPを
現場のレベルアップにつなげている先進事例を交え、より良
い運用の手法について解説する。

Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
を
導
入
す
る
こ
と
と

な
る
。
食
品
事
業
者
の
規
模
に
よ
っ
て
Ｈ
Ａ

Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
の
導
入
方
法
は
異
な
る
が
、
Ｈ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
管
理
の
基
本
は
ど
の
事
業
者
も
同

じ
で
あ
る（
図
1
・
図
2
・
図
3
）。
事
業
者

か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
声
が
聞
か
れ
る
。

食品衛生法が15年ぶりに改正され、2018年6月13日に公布
された。「HACCPに沿った衛生管理の制度化」は1年の猶
予期間を経て本年6月に完全施行、「食品等の自主回収報
告制度創設」も本年6月に施行される。そこで、本特集で
は、HACCPの確実な運用につなげるためのヒントを探ると
ともに、食品リコールやブロックチェーン技術を活用した食
品トレーサビリティについて新たな情報をお届けする。併せ
て、HACCP導入・運用やトレーサビリティ構築をサポートす
るさまざまな技術を紹介する。
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SIDE：［HACCP］

SIDE：［食品リコール］

HACCP導入先進事例に学ぶ
効果的運用と継続的改善の手法

改正食品衛生法対応
－HACCPと食品リコール－

［HACCP］解説 Ⅰ

Tadao Homma

NPO HACCP実践研究会
副理事長
本間 忠雄
［プロフィール］
東京都立工業短期大学機械
設計科卒業、明治製菓㈱入
社。菓子・食品の製造、薬品
の製剤・培養などのハザード
設備の工場・施設のエンジニ
アリングを一貫して担当し、
多数の工場の建設に携わる。
食料生産技術部部長などを
歴任。2005年より現職。

HACCPに沿った衛生管理の制度化図1

出典 ： 厚労省改正法律に基づく説明資料

原則､ 全ての食品等事業者（食品の製造･加工､ 調理､ 販売など）に
HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられます。

食品衛生上の危害の発生を防止するために
特に重要な工程を管理するための取り組み
（HACCPに基づく衛生管理）

取り扱う食品の特性などに応じた
取り組み（HACCPの考え方を取り
入れた衛生管理）

コーデックスのHACCP 7原則に基づき､ 食品
等事業者自らが､ 使用する原材料や製造方
法などに応じ､ 計画を作成し､ 管理を行う｡

◆大規模事業者
◆と畜場 [と畜場設置者､ と畜場管理者、と
畜業者 ]
◆食鳥処理場 [食鳥処理業者（認定小規模
食鳥処理業者を除く）

◆小規模な営業者等
【対象事業者】──────────────

各業界団体が作成する手引書を参
考に､ 簡略化されたアプローチに
よる衛生管理を行う｡
【対象事業者】──────────

　
本
年
６
月
１
日
か
ら
食
品
衛
生
法
の
Ｈ
Ａ

Ｃ
Ｃ
Ｐ
制
度
化
が
完
全
施
行
さ
れ
る
。
ほ
と

ん
ど
全
て
の
食
品
関
連
企
業
が
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
制
度
化
に

対
す
る
食
品
事
業
者
の
声
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ど
こ
か
ら
手
を
付
け
た
ら
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
が
導

入
で
き
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

●

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
書
類
は
作
っ
た
が
、
作
っ
た

ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
。

●

シ
ー
ト
シ
ャ
ッ
タ
ー
や
エ
ア
シ
ャ
ワ
ー
な
ど

を
設
置
し
て
一
般
的
衛
生
管
理
を
充
実
さ
せ

た
い
が
、
費
用
が
か
か
る
た
め
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ

導
入
に
踏
み
切
れ
ず
に
い
る
。

●

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
導
入
し
、

企
業
運
営
の
一
環
と
し
て
継
続
的
に
取
り
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　
そ
こ
で
今
回
、
成
果
を
上
げ
る
た
め
に
参

考
と
な
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
管
理
の
運
用
事
例
を

が
機
能
し
て
い
る
か
確
認
す
る
。

④
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
は
一
般
的
衛
生
管
理
の
補

強
と
考
え
て
、
ま
ず
各
作
業
・
工
程
の
危
害

分
析
を
実
施
し
、
重
要
管
理
工
程
を
決
め
る
。

こ
れ
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
早
期
導
入
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

⑤
さ
ら
に
危
害
分
析
を
す
る
と
、
な
ぜ
床
や
天

井
が
汚
れ
て
は
駄
目
か
な
ど
の
一
般
的
衛
生

管
理
が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
く
る
。

■
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
期
の
研
修
内
容

①
従
業
員
全
員
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
理
解
す
る

　
製
造
・
加
工
・
調
理
部
門
だ
け
で
な
く
、
資

材
部
門
や
事
務
な
ど
を
含
め
、
全
社
で
Ｈ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ
研
修
を
行
う
。

②
危
害
を
予
測
す
る
こ
と
か
ら
理
解
を
始
め
る

　
例
え
ば｢

ク
レ
ー
ム
発
生
の
恐
れ
が
あ
る｣

の
よ
う
に
予
測
し
て
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

ま
た
、
従
業
員
が
携
わ
っ
て
い
る
作
業
に
応
じ

て
教
育
研
修
を
行
う
。

③
自
社
に
合
っ
た
教
育
・
研
修
を
行
う（
図
5
）

　
一
般
的
衛
生
管
理
と
危
害
分
析
の
必
要
性

と
方
法
を
易
し
く
研
修
す
る
。
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
７

原
則
12
手
順
を
最
初
か
ら
全
員
に
は
説
明
し
な

い
。

　
「
全
員
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
理
解
す
る
」
の
は

簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
効
果
的
に
導
入
し

て
い
る
企
業
で
は
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
管
理
を
難

し
く
考
え
ず
、
ま
ず
導
入
す
る
こ
と
が
重
要

紹
介
す
る
。
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
実
践
研
究
会
（
以

下
、
当
会
と
称
す
）
が
20
余
年
に
わ
た
り
多

様
な
業
種
の
企
業
に
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
普
及
の
支

援
を
行
っ
た
導
入
事
例
で
あ
る
。

　
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
効
果
的
に
導
入
し
て
い
る

企
業
は
、
一
般
的
衛
生
管
理
が
非
常
に
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
し
て
く
る
。
こ
れ
が
ヒ
ン
ト
で
あ

る
。
ど
こ
に
構
築
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て
い
る

か
、
導
入
効
果
を
上
げ
て
い
る
企
業
な
ど
の

共
通
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る（
図
4
）。

■
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
期
の
手
順

　
導
入
期
は
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
研
修
会
を
積
極
的

に
受
講
す
る
な
ど
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
基
本
を

理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
導
入
期
の

手
順
は
次
の
通
り
。

①
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
リ
ー
ダ
ー
を
任
命
し
、
チ
ー
ム

な
ど
を
立
ち
上
げ
る
。
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
し
、

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
た
ら
全
従
業

員
に
向
け
て
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
の
キ
ッ
ク
オ

フ
を
行
う
。

②
機
会
ご
と
に
従
業
員
研
修
を
行
う
（
年
間
計

画
な
ど
を
立
て
る
）。

③
チ
ー
ム
は
日
常
か
ら
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
シ
ス
テ
ム

小規模な営業者等図2

出典 ： 厚労省改正法律に基づく説明資料

小規模な営業者等

食品を製造し､ または加工する営業者であって､ 食品を製造し､ または加工する、
施設に併設され､ または隣接した店舗においてその施設で製造し､ または加工し
た食品の全部または大部分を小売販売する者

制度化の要求事項図3

HACCP導入管理構築の共通ポイント図4

出典 ： 厚労省改正法律に基づく説明資料

〇筆者作成

HACCPに沿った
衛生管理

①
HACCPに
基づく
衛生管理

②

HACCPの
考え方を
取り入れた
衛生管理

衛生管理計画

①
②
③
④
⑤

HACCPリーダー任命
従業員研修
HACCP機能の確認
作業・工程の危害分析
危害分析が一般的衛生管理をレベルアップ

全社員がHACCPを理解
理解の方法は危害を予測
自社に合った研修方法と内容

HACCPプランの
作成

簡略化された
アプローチによる
衛生管理計画を

作成

制度化の要求事項

以下の内容（7原則）を全て実施

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
・
管
理
・

構
築
の
ポ
イ
ン
ト

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
構
築
の

実
践
例

HACCP導入期の
手順

HACCP導入期の
研修内容

①
②
③

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

危害要因分析
重要管理点の決定
管理基準の設定
モニタリング方法の設定
改善措置の設定
検証方法の設定
記録と保存方法の設定

危害要因分析、モニタリング
頻度､ 記録作成保管の弾力化
を検討

●

飲食店営業または喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者（そうざい
製造業､ パン製造業（消費期限がおおむね5日程度のもの）、学校･病院などの
営業以外の集団給食施設､ 調理機能を有する自動販売機を含む）
容器包装に入れられ､ または容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し､ 運搬し､ ま
たは販売する営業者
食品を分割して容器包装に入れ､ または容器包装で包み小売り販売する営業者
食品を製造し､ 加工し､ 貯蔵し､ 販売し､ または処理する営業を行う者のうち､
食品等の取り扱いに従事する者の数が50人未満である事業者（事務職員などの
食品の取り扱いに直接従事しない者はカウントしない）

特集　改正食品衛生法対応
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各
部
門
の
リ
ー
ダ
ー
を
集
め
て
実
施
し
、
製

造
工
程
な
ど
を
フ
ロ
ー
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
で
説

明
し
た
。
参
加
者
は
他
部
署
の
危
害
要
因
な

ど
の
防
止
内
容
が
分
か
っ
て
き
て
、
そ
の
た

め
に
は
自
分
の
部
署
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す

べ
き
か
分
か
っ
て
く
る
。
次
に
従
業
員
全
員

を
各
部
署
で
研
修
し
て
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
と
管

理
内
容
な
ど
の
理
解
を
進
め
た
。

と
考
え
、
構
築
の
ポ
イ
ン
ト
を
実
践
し
て
い

る
。
そ
の
事
例
を
示
す
。

■
従
業
員
全
員
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
理
解
し
て
い

る
例（
図
6
）

A
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

リ
ー
ダ
ー
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
研
修
を
受
け
、

そ
の
後
、
当
会
講
師
を
呼
ん
で
社
内
研
修
を

定
期
的
に
実
施
し
た
。
社
内
研
修
は
最
初
に

危害要因分析表（ 包装工程）の例図5

〇筆者作成

三つの危害に
ついて考えます

どんな危害が
考えられますか？

どうすれば
防げると思いますか？

生物学的危害 食中毒菌の汚染 決められた手袋を
着用する

化学的危害

物理的危害

洗浄剤の付着 決められた通りの
洗浄作業をする

殺菌剤の付着 殺菌剤は決められた
場所に保管する

危害の原因は
どのようなことですか？

裸品を
素手で触れた

洗浄後の
リンス不良

殺菌剤の
管理不良

古い手袋を
着用した

決められた手袋を着用して、
使用後に点検する

手袋の破片の
混入

従業員全員がHACCPを理解している例図6

〇筆者作成

B社

作業リーダーが朝礼時に危害分析について研修

実際の作業・工程について分析

分析結果とその対応を話し合って改善に結び付ける

順序

1

2

3

4

5

A社

リーダーHACCP研修

社内研修会（外部の講師を依頼）

フローダイアグラムを使用

危害防止のため他部門の取り組みを理解

自部門の取り組み方法を考える

［HACCP］解説 Ⅰ
Compliance with the revised Food Sanitation Law
HACCP and Food Recall

2021.6 17
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ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
は
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
実
務
者
研

修
を
受
け
て
、
事
務
所
チ
ー
ム
ま
で
例
外
な

く
徹
底
し
て
活
動
を
実
施
し
て
、
作
業
の
改

善
に
結
び
付
け
た
。

F
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
従
来
は
工
程
機
械
が
チ
ョ
コ
停
を
起
こ
す

と
仕
掛
品
を
そ
の
ま
ま
室
内
に
置
い
て
い
た

が
、
危
害
分
析
に
よ
り
室
内
に
置
く
こ
と
が

ど
の
よ
う
な
危
害
要
因
に
な
る
か
を
理
解
し

た
た
め
、
上
司
の
指
示
を
受
け
な
く
と
も
冷

蔵
庫
に
保
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

G
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

コ
ン
ベ
ヤ
か
ら
製
品
が
床
に
落
下
し
て
床

が
汚
れ
た
り
、
作
業
者
の
労
働
安
全
に
影
響

し
た
り
す
る
状
況
だ
っ
た
が
、
分
析
に
よ
り

コ
ン
ベ
ヤ
の
異
常
が
見
つ
か
り
、
製
品
が
落

下
し
な
い
作
業
方
法
に
改
善
し
、
歩
留
ま
り

も
向
上
し
た
。

H
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
Ｃ
Ｃ
Ｐ
工
程
の
機
械
洗
浄
作
業
も
食
中
毒

防
止
上
重
要
な
作
業
工
程
に
設
定
し
た
。
従

来
は
通
常
の
洗
浄
作
業
で
済
ま
せ
て
い
た
が
、

洗
浄
評
価
を
行
い
菌
や
カ
ビ
の
発
生
防
止
に

効
果
を
上
げ
て
い
る
。

■
客
観
的
に
評
価
し
た
こ
と
で
対
策
を
取
る
こ

と
が
で
き
た
例（
図
9
）

　
衛
生
対
策
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
使
用
し

て
、
客
観
的
に
点
数
で
評
価
し
、
点
数
が
合

格
点
以
下
の
部
分
の
危
害
分
析
な
ど
を
行
っ

て
改
善
し
た
例
で
あ
る
。

I
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

よ
う
に
な
っ
た
。

■
危
害
要
因
の
防
止
を
作
業
方
法
（
ソ
フ
ト
）

の
改
善
か
ら
始
め
た
例

　
危
害
分
析
表
で
、
自
分
が
担
当
す
る
作
業

工
程
の
危
害
分
析
を
行
う
と
、
理
解
度
が
深

ま
り
改
善
に
結
び
付
く
例
が
多
い（
図
8
）。

E
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
５
Ｓ
小
集
団
活
動
を
、
社
員
だ
け
で
な
く

パ
ー
ト
、
派
遣
従
事
者
、
委
託
業
者
な
ど
従　

事
者
全
員
で
行
い
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
危
害
分
析

も
そ
の
中
に
組
み
込
ん
で
実
施
し
た
。
各
チ

危害要因の防止を作業方法（ソフト）の改善から始めた例図8

5S小集団活動を
社員だけでなく、
従事者全員で行う

HACCPなどの
衛生管理も
5S活動に

組み入れて改善

活動の
チームリーダーの

HACCP研修を
実施

事務所チームも
例外なく
研修を行った

危害防止のための
取り組みを
理解して

改善に結び付けた

一般的衛生管理、
安全管理、

さらに歩留まりも
向上した

〇筆者作成

し
て
い
た
。
状
況
は
危
害
要
因
の
発
生
に
つ

な
が
る
と
考
え
、
飛
沫
発
生
防
止
の
カ
バ
ー

を
取
り
付
け
て
、
掃
除
が
し
や
す
い
よ
う
に

し
た
。
日
常
の
整
備
が
充
実
し
、
一
般
的
衛

生
管
理
の
レ
ベ
ル
が
向
上
し
た
。

D
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
原
材
料
の
購
買
は
事
務
部
門
が
担
当
し
て

い
た
が
、
社
内
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
グ
ル
ー

プ
研
修
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
原
材
料
の
産

地
や
運
搬
・
搬
入
ま
で
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の

衛
生
管
理
の
原
点
に
立
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る

B
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
朝
礼
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
時
に
、
班
長
な
ど
作

業
リ
ー
ダ
ー
が
危
害
分
析
の
方
法
を
実
際
の

作
業
工
程
を
使
っ
て
研
修
し
な
が
ら
、
分
析

結
果
と
そ
の
対
応
を
話
し
合
っ
て
、
改
善
に

結
び
付
け
た
。

■
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
で
一
般
的
衛
生
管
理
レ
ベ

ル
が
向
上
し
た
例（
図
7
）

C
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
自
分
の
担
当
し
て
い
る
作
業
を
危
害
分
析

し
た
と
こ
ろ
、
天
井
に
製
品
の
飛ひ

沫ま
つ
が
付
着

HACCP手法で一般的衛生管理レベルが向上した例図7

〇筆者作成

1

2

3

原材料の購入は事務部門が担当

社内のHACCP研修会に参加

フードチェーンの
衛生管理向上に気付き

原材料の産地、運搬、搬入の
衛生管理をチェックする4

作業者が自分の作業の
危害分析をした

天井に飛沫が飛散して付着

飛沫飛散防止の
カバー取り付けを提案

掃除もしやすくなり、付着した
飛沫の混入防止となった

HACCP研修で
危害分析の
方法を理解した

従来は工程機械が
チョコ停で
止まったとき、
仕掛品は
室内保管

仕掛品の
室内置き時間は
決まっていたが、
指示されるまで
置いていた

なぜ冷蔵庫保管が
必要かを理解して、

指示を
受けなくとも
冷蔵庫へ保管

従来、
落下製品は
作業終了後に
除去し

清掃していた

社内監査した結果、
コンベヤから製品を
落下しない方法を
検討することに
なった

製品落下の原因は、
残さ付着や

清掃不十分による
コンベヤ蛇行と
分かった

コンベヤガイドや
清掃方法を
改善し、
製品落下が
解消した

危害分析を行い、
CCP工程を
検討した

製造機械の
洗浄について、
食中毒防止上
重要と分析した

従来の
洗浄方法に加え、
洗浄後の菌・カビ
洗浄評価を行った

洗浄作業を
一般的衛生管理
にとどまらず
CCPとして
管理した

順序

順序

C社 D社

1

2

3

4

5

E社 F社 G社 H社

特集　改正食品衛生法対応
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噴
霧
し
た
結
果
、
完
全
に
室
内
に
カ
ビ
が
存

在
し
な
く
な
っ
た
。
製
品
へ
の
混
入
は
ゼ
ロ

と
な
っ
た
。

　
製
造
業
や
リ
テ
ー
ル
業
な
ど
に
か
か
わ
ら

ず
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
継
続
し
て
運
用
管
理
す

る
に
は
、マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

を
確
実
に
実
行
す
る
必
要
が
あ
る（
図
10
）。

そ
れ
に
は
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る（
図
11

）。

①
全
従
業
員
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
理
解
す
る
（
前

述
の
通
り
）

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
は
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
な
の
で
、
全

　
料
理
を
担
当
す
る
者
も
作
業
の
危
害
分
析

を
行
い
、
下
処
理
工
程
か
ら
調
理
工
程
へ
の

食
品
を
冷
蔵
庫
に
保
管
す
る
方
法
を
パ
ス
ボ

ッ
ク
ス
式
に
す
る
な
ど
の
改
善
を
行
っ
た
。

汚
染
区
域
と
清
潔
区
域
が
明
確
に
分
か
れ
、

清
潔
区
域
の
危
害
要
因
が
大
幅
に
減
り
、
作

業
性
が
向
上
し
た
。

J
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
工
場
稼
働
テ
ス
ト
で
製
品
に
カ
ビ
が
付
着

し
た
。
危
害
分
析
を
実
施
し
た
結
果
、
カ
ビ

は
建
物
周
囲
と
同
じ
も
の
で
、
外
気
取
り
入

れ
口
が
原
因
だ
っ
た
。
カ
ビ
除
去
フ
ィ
ル
タ

ー
を
設
置
し
、
室
内
作
業
空
間
に
殺
菌
剤
を

HACCPマネジメントサイクル図10

〇筆者作成

継
続
と
運
用
の
ポ
イ
ン
ト

PLAN
計画

HACCP計画

DO
実行

危害分析、製造管理

CHECK
結果評価

HACCP検証

ACTION
改善

監査改善HACCP手 法
にはマネジメ
ントサイクル
PDCAが組み
込まれている

客観的に評価したことで対策が取れた例図9

〇筆者作成

1

2

3

新設工場の製造テスト検査で
製品へのカビ付着が検出された

製造工程、室内環境などを
チェックした

室内のカビが建物外部のカビと
同じものと分かった

外気取り入れ口の改善を行い、
室内の除菌を継続して実施した4

チェックリストを使用し調理作業の
衛生対策を評価した

調理作業者で、作業工程の
危害分析を行うことになった

実施してきた作業が
衛生上好ましくないと分かった

汚染区域から清潔区域に
調理品を移す作業を改善した

順序 I社 J社

製品へのカビ付着はゼロとなった5 パスボックスを設置して、
衛生上も作業性も向上した

［HACCP］解説 Ⅰ
Compliance with the revised Food Sanitation Law
HACCP and Food Recall

A D

P

C
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以
下
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
必
ず
投
入
す

る
製
品
の
温
度
を
測
定
す
る
こ
と
に
し
た
。

■
内
部
・
外
部
監
査

　
自
社
で
も
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
第
三
者

的
な
目
で
監
査
す
る
と
効
果
が
上
が
る
。「
監

従
業
員
が
理
解
し
て
い
な
い
と
崩
れ
る
。

②
内
部
・
外
部
か
ら
定
期
的
に
運
用
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
検
証
と
監
査
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ

継
続
に
有
効
と
な
る
。

■
検
証

　
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
管
理
で
検
証
は
重
要
な
役
目

に
な
る
の
で
、
例
え
ば
基
準
温
度
な
ど
も
、
業

界
団
体
か
ら
出
て
い
る
手
引
書
や
手
順
書
と

定
期
的
に
照
合
し
、
問
題
が
な
い
か
チ
ェ
ッ

ク
す
る
。

﹇
検
証
の
例
﹈（
図
12
）

K
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
各
工
程
の
検
証
と
し
て
計
器
類
の
校
正
な

ど
を
定
期
的
に
実
施
し
、
温
度
計
・
重
量
計

な
ど
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

シ
ス
テ
ム
の
検
証
は
、
決
め
ら
れ
た
標
準
書

通
り
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｐ
チ
ー
ム
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

L
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
加
熱
工
程
の
定
期
検
証
で
、
投
入
す
る
製

品
温
度
を
変
え
て
加
熱
し
た
と
こ
ろ
、
通
常

の
運
転
時
間
で
は
製
品
の
中
心
温
度
が
基
準

HACCPのPDCAを
確実に回すポイント図11

HACCP検証の例図12

L社K社

加熱工程の定期チェックを行っている

投入する製品の温度を低いまま加熱した

製品の中心温度が基準温度･維持時間に達していなかった

作業標準書に製品の投入時の温度を明記し､ これを守った

製品への安全性が高まった

各工程の計器類などの定期的校正を実施している

計器類は正確に表示する

各工程の作業は標準書通りに実施されている

定期的にHACCPチームでチェックしている

1

2

3

4

5

順序

〇筆者作成

〇筆者作成

特集　改正食品衛生法対応

A D

P

C
監査改善

検証

全従業員が HACCPを理
解する
内部・外部から定期的に
運用をチェックする

①

②
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［評価対象］

M
社

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
社
内
で
内
部
監
査
を
定
期
的
に
行
っ
て
、

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
点
数
評
価
し
て
い
る
。

同
様
に
当
会
で
も
同
じ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（
図
14
）で
評
価
し
た
と
こ
ろ
、
基
本
は
同
じ

評
価
だ
が
改
善
対
策
な
ど
の
方
法
が
異
な
っ

て
い
た
。
作
業
者
は
、
違
っ
た
理
由
を
知
っ

て
、
自
分
た
ち
が
理
解
し
て
い
た
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｐ
管
理
が
違
う
方
向
だ
と
気
が
付
い
た
。

　
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
は
消
費
者
の
安
全
・
安
心
に

応
え
る
重
要
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
導
入
が

義
務
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ

は
自
主
管
理
で
あ
り
、
継
続
的
に
維
持
・
運

用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
複
数
の
企
業
の

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
構
築
と
改
善
事
例
を
示
し
た
が
、

最
後
に
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
こ
れ
か
ら
よ
り
良
く

運
用
し
て
い
く
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る

（
図
15
）。

①
定
期
的
な
研
修
を
行
う

職
場
ご
と
の
研
修
会
（
朝
礼
時
の
ワ
ン
ポ

イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン
）、
５
Ｓ
活
動
の
よ
う
な
小

集
団
活
動
を
行
う
中
で
、
常
に
従
業
員
に
意

識
さ
せ
る
。　

②
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
使
用
し
た
内
部
監
査（
自

社
内
で
行
う
監
査
）
を
行
う

　
衛
生
対
策
・
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
管
理
の
状
況
を

点
数
評
価
し
、
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
評
価
が
目

で
見
え
る
よ
う
に
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

〇筆者作成

HACCP実践研究会のチェックリスト図14 内部監査･外部監査の事例図13

醸
成
す
る
。　

③
外
部
監
査
を
活
用
す
る

外
部
の
専
門
家
の
監
査
な
ど
を
受
け
、
社

内
で
行
っ
た
監
査
と
の
差
異
を
確
認
し
、
改

善
を
行
い
、
着
実
に
食
品
安
全
衛
生
管
理
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
。

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
制
度
化
は
「
認
証
取
得
を
必

要
と
し
な
い
」
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
取
引
先
な
ど
の
要
請
で
認
証
取
得
す

る
場
合
で
も
、
取
得
が
目
的
と
な
っ
て
し
ま

う
と
食
品
安
全
衛
生
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
つ

な
が
ら
な
い
。
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
・
継
続
の

た
め
に
、
当
会
で
は
自
主
管
理
認
証
シ
ス
テ

ム
が
多
様
な
業
種
で
活
用
さ
れ
る
よ
う
支
援

し
て
い
る
。
自
社
に
合
っ
た
内
容
で
実
施
で

き
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
、
ご
活
用
い
た

だ
き
た
い
。

HACCP継続のポイント図15

①
②

③
A D

P

C
監査改善

検証

5
異なった箇所の理由を
理解することにより

衛生管理のレベルがアップした

4
自社でチェックした
評価と外部の評価が
大きく違った

3
外部の専門家に監査を
依頼して実施した

（同じチェックリストを使用した）

2
衛生管理チェックリストを
使用して点数による
実施状況の評価をする

1 社内で監査（内部監査）を
行っている

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の

よ
り
良
い
運
用
の
た
め
に

査
す
る
時
間
が
な

い
」「
監
査
す
る
人

が
い
な
い
」
場
合

は
外
部
の
専
門
家

に
依
頼
し
て
監
査

す
る
の
も
一
方
法

で
あ
る
。

﹇
内
部
・
外
部
監
査

の
例
﹈（
図
13
）

M社順序

①

②

〇筆者作成

〇筆者作成

項目・内容事項について評価する。
有欄が1点なので、

実施されていれば得点欄に1点が入る。

得点が配点と同じであれば
100%各項目が実施されていることを示す。

評価対象項目は4項目。
チェック項目の内容から対象項目が決まる。

複数の評価対象項目があることは
得点が上がるので重要ポイントとなる。

評価対象エリアなど
1.従業員の衛生管理･衛生教育
2.工場および建物の衛生管理
3.衛生関連設備
4.製造設備の衛生管理
5.製造工程
6.製造･衛生管理記録
7.HACCP

1.得点小計

…実施され
ているか

…実施され
ているか 1 0 1

7

1

7

1 0 1 1

項目 内容事項 有 無 配
点

得
点有 無 配

点
得
点有 無 配

点
得
点無 配

点
得
点有

1.従業員の衛生
管理・衛生教育 HACCPSSOP

衛生標準作業手順
GMP

適正製造規範
PP

一般的衛生管理

［HACCP］解説 Ⅰ
Compliance with the revised Food Sanitation Law
HACCP and Food Recall

定期的な研修
チェックリストなどを使
用した内部監査
外部監査を活用する

全従業員が HACCPを
理解する
内部・外部から定期的
に運用をチェックする
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